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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一
、
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
設

備
及
び
運
営
が
認
可
保
育
所
等
に
係
る
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の

設
定
に
当
た
っ
て
は
、
認
可
外
保
育
施
設
等
に
お
け
る
安
全
対
策
な
ど
に
よ
り
一
定
の
保
育
の
質
を
確
保
し
つ
つ
、
制
度
加

入
施
設
が
拡
大
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
一
時
預
か
り

事
業
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
等
に
つ
い
て
も
、
加
入
対
象
と
な
る
よ
う
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
災
害
共
済
給
付
制
度
の
加
入
対
象
と
な
っ
て
い
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
及
び
事

業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設
の
加
入
率
が
低
迷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
施
設
の
早
期
加
入
に
よ
る
子
供
の
事
故
に
対
す
る

公
的
補
償
の
必
要
性
が
利
用
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
加
入
対
象
で
あ
る
全
て
の
施
設
が
制
度
に
加
入
す

る
よ
う
、
制
度
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
年
度
途
中
で
あ
っ
て
も
加
入
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
独
立
行
政
法
人
日

本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
体
制
整
備
を
前
提
と
し
て
、
制
度
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三
、
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
保
育

所
、
家
庭
的
保
育
事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設
に
準
ず
る
保
育
の
質
を
確
保
し
て
い
る

施
設
が
加
入
か
ら
漏
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
制
度
の
周
知
徹
底
と
加
入
促
進
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
認
可
外
保
育
施
設

指
導
監
督
基
準
を
満
た
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
も
、
加
入
対
象
と
な
る
よ
う
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


